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◆年末年始業務日程表（○は業務実施、■はお休みです。）

平成23年12月 平成24年１月

26日㈪ 27日㈫ 28日㈬ 29日㈭ 30日㈮ 31日㈯ １日㈷ ２日㉁ ３日㈫ ４日㈬ ５日㈭

市 役 所
（本庁・総合支所）

○ ○ ○ ○ ○
市民課関係
・年末年始は、証明書の発行業務、住所移動（転入、転出届など）、パスポート業務（本庁）
　の受付などは行いません。
・１月１日㈷の日曜開庁（本庁）はお休みです。
・戸籍の届出は、本庁では本庁舎東側夜間受付で終日（死亡・死産届は午前８時30分から午
　後５時15分まで)、総合支所では市民福祉課窓口で午前８時30分から午後５時15分まで受
　け付けています。

前原児童センター
日の出児童センター ○ ○ ○ ○ ○

本庄市保健センター ○ ○ ○ ○ ○

休日急患診療所
○ ○ ○ ○ ○

診療時間　午前９時～正午、午後１時～４時、午後７時～10時
診療科目　内科系疾患（健康保険証を持参してください。）

ご み の 収 集

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
ごみ収集休止期間中は、各家庭で保管をお願いします。
・可燃ごみ　年末は12月30日㈮まで、年始は１月５日㈭から収集を行います。
・不燃ごみ　年始は１月４日㈬から収集を行います。
・資源ごみ分別収集　１月３日㈫の収集区域（宮本町・泉町・上町・仲町・照若町・本町・
　南本町）の収集は、10日㈫に延期します。その他の区域は、収集日の変更はありません。
・粗大ごみリクエスト収集　年内の最終申し込みは、次のとおりです。
　本庄地域　申込締切　12月22日㈭　収集日　12月28日㈬
　児玉地域　申込締切　12月20日㈫　収集日　12月23日㈷

ごみの自己搬入
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

小山川クリーンセンター（☎�８２００）の受付時間は、午前８時40分から正午、午後１時
から４時30分までです。

し尿くみ取り
浄 化 槽 清 掃

○ ○ ○ ○ ○ ○
児玉地域については、12月10日㈯までに業者にご連絡ください。
詳しいお問い合わせは、直接業者へ。

図 書 館
（本館・児玉分館） ○ ○

体 育 施 設 ○ ○ ○
循 環 バ ス ○ ○ ○ ○ ○
※ 休日急患診療所は、本庄市保健センター内にあります。
※ 体育施設とは、各体育館・グラウンド・テニスコート及び市民球場・武道館・弓道場のことです。

市役所の一般業務は、12月29日㈭から１月３日㈫まで休みになります。
このため、休みの前後は窓口が大変混み合います。届出や証明書の交付・
納税などは早めに済ませましょう。

年末年始の業務案内
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市
で
は
、
地
域
経
済
の
活
性
化

や
財
源
の
確
保
等
を
目
的
に
有
料

広
告
事
業
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

　
今
回
、
市
が
使
用
す
る
公
用
封

筒
に
掲
載
す
る
有
料
広
告
を
次
の

と
お
り
募
集
し
ま
す
。

◎
長
形
３
号
公
用
封
筒
（
主
に
市 

　
役
所
の
各
課
か
ら
市
民
、
関
係

　
機
関
等
へ
の
文
書
送
付
用
）

募
集
期
間　
12
月
19
日
㈪
ま
で

　
（
必
着
）

広
告
の
規
格
等

①
掲
載
位
置　
封
筒
裏
面

②
募
集
枠
数　
５
枠

③
枠
の
大
き
さ　

お
お
む
ね
縦

　
30
㎜
×
横
85
㎜

④
刷
色　
単
色
（
黒
）

⑤
印
刷
枚
数　

３
０
、
０
０
０
枚

⑥
広
告
料　

１
枠
当
た
り
３
０
、

　

０
０
０
円

⑦
掲
載
期
間　
印
刷
後
、
市
が
使

　
用
を
終
え
る
ま
で
の
期
間
で
、

　
平
成
24
年
２
月
頃
か
ら
４
か
月

　
程
度

申
込　
次
の
書
類
を
郵
送
又
は
直

　
接
企
画
課
（
市
役
所
３
階
）
へ

　
提
出

①
有
料
広
告
掲
載
申
込
書
（
企
画

　
課
で
配
布
又
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー

　
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
し
た
も

　
の
）

②
広
告
の
原
稿

③
納
税
証
明
書
（
申
込
者
が
市
外

　
の
場
合
）

④
申
込
者
の
業
務
内
容
等
が
わ
か

　
る
書
類

郵
送
先

〒
３
６
７
―
８
５
０
１

　
本
庄
市
本
庄
３
―
５
―
３

　
本
庄
市
役
所
企
画
課

注
意
事
項

・
内
容
に
よ
っ
て
は
掲
載
で
き
な

　
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

・
応
募
多
数
の
場
合
は
抽
選
等
に

　
よ
り
掲
載
を
決
定
し
ま
す
。

※
詳
し
く
は
「
本
庄
市
有
料
広
告

事
業
取
扱
要
綱
」
を
ご
覧
く
だ
さ

い
。
企
画
課
又
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
で
閲
覧
で
き
ま
す
。

★
企
画
課
☎
�
１
１
５
７

　
市
で
は
、
災
害
が
起
き
た
と
き

に
自
力
で
避
難
す
る
こ
と
が
困
難

な
人
（
高
齢
者
や
障
害
者
な
ど
）

が
安
全
・
確
実
に
避
難
で
き
る
よ

う
に
す
る
た
め
の
「
本
庄
市
災
害

時
要
援
護
者
避
難
支
援
プ
ラ
ン
」

を
策
定
し
ま
し
た
。

　
こ
の
プ
ラ
ン
に
よ
り
、
地
域
の

共
助
を
基
本
と
し
た
、
地
域
に
お

け
る
情
報
伝
達
や
避
難
誘
導
な
ど

の
避
難
支
援
体
制
を
整
備
し
、
安

心
し
て
暮
ら
せ
る
ま
ち
づ
く
り
を

め
ざ
し
て
い
き
ま
す
。

　
現
在
、
市
で
は
こ
の
プ
ラ
ン
に

基
づ
き
、「
災
害
時
要
援
護
者
登

録
台
帳
」
へ
の
登
録
申
請
を
受
け

付
け
て
い
ま
す
。

「
災
害
時
要
援
護
者

避
難
支
援
制
度
」
と
は

　
ひ
と
り
暮
ら
し
の
高
齢
者
や
障

害
者
な
ど
、
災
害
が
起
き
た
と
き

に
手
助
け
（
支
援
）
を
必
要
と
す

る
人
に
対
し
て
、
隣
近
所
の
み
な

さ
ん
や
、
自
治
会
・
自
主
防
災
組

織
、
民
生
委
員
・
児
童
委
員
な
ど
、

地
域
が
連
携
し
て
支
援
を
行
い
、

災
害
時
の
被
害
を
最
小
限
に
抑
え

よ
う
と
す
る
制
度
で
す
。

　
災
害
時
要
援
護
者
と
は

　
災
害
時
要
援
護
者
と
は
、
災
害

が
起
き
た
と
き
に
自
分
を
守
る
こ

と
が
難
し
い
た
め
に
地
域
の
み
な

さ
ん
の
支
援
を
希
望
す
る
人
で
す
。

　
支
援
内
容
と
避
難
支
援
者

　
こ
の
制
度
で
は
、
災
害
時
要
援

護
者
へ
の
支
援
と
し
て
、
日
頃
の

声
掛
け
な
ど
地
域
の
中
で
の
見
守

り
を
行
い
、
災
害
時
に
は
、
安
否

確
認
や
避
難
の
手
助
け
な
ど
を
避

難
支
援
者
の
人
に
お
願
い
す
る
も

の
で
す
。

　
避
難
支
援
者
と
は
、
災
害
時
に

助
け
合
え
る
隣
近
所
の
人
や
、
自

治
会
、
自
主
防
災
組
織
な
ど
地
域

の
み
な
さ
ん
の
こ
と
で
す
。

　
な
お
、
避
難
支
援
者
に
は
、
で

き
る
範
囲
で
の
支
援
を
お
願
い
す

る
も
の
で
、
責
任
を
伴
う
も
の
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
登
録
申
請
（
変
更
）・

　
　
登
録
取
り
消
し
の
方
法

　
登
録
を
希
望
す
る
人
、
登
録
済

み
の
人
で
変
更
が
あ
る
人
は
、「
本

庄
市
災
害
時
要
援
護
者
登
録
（
変

更
）申
請
書
兼
個
別
支
援
計
画
書
」

に
必
要
事
項
を
記
載
の
う
え
、
受

付
窓
口
の
社
会
福
祉
課
、
介
護
い

き
が
い
課
、
市
民
福
祉
課
い
ず
れ

か
へ
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　
登
録
者
が
施
設
へ
の
入
所
・
転

出
・
死
亡
等
に
よ
り
登
録
を
取
り

消
す
場
合
も
届
出
を
お
願
い
し
ま

す
。［
登
録
（
変
更
）
申
請
書
・
取

消
届
出
書
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で

ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
い
た
だ
く
か
、
受

付
窓
口
で
も
配
布
し
て
い
ま
す
。］

　
お
気
軽
に
ご
相
談
を
…

　
市
へ
の
相
談
の
ほ
か
、
お
近
く

の
民
生
・
児
童
委
員
に
お
声
掛
け

い
た
だ
き
相
談
す
る
こ
と
も
で
き

ま
す
。

　
登
録
さ
れ
た
個
人
情
報
の
取
り

扱
い
に
つ
い
て
は
、
適
正
に
管
理

し
、
普
段
か
ら
の
支
援
と
災
害
発

生
時
の
避
難
支
援
以
外
の
目
的
に

は
使
用
し
ま
せ
ん
。

　
申
請
・
お
問
い
合
わ
せ
先

★
制
度
全
般
に
関
す
る
こ
と
…
社

　
会
福
祉
課
☎
�
１
１
４
２
・
蕭

　
�
１
９
６
３

★
障
害
者
の
登
録
に
関
す
る
こ
と
…

　
障
害
福
祉
課
☎
�
１
１
２
５
・

　
蕭
�
１
９
６
３

★
高
齢
者
の
登
録
に
関
す
る
こ
と
…

　
介
護
い
き
が
い
課
☎
�
１
１
２

　
７

★
制
度
全
般
、
障
害
者
、
高
齢
者

　
の
登
録
に
関
す
る
こ
と
（
児
玉

　
総
合
支
所
）
…
市
民
福
祉
課
☎

　
�
１
３
３
１
（
内
線
３
１
３
）・

　
蕭
�
１
６
３
０

市
の
公
用
封
筒
に

　
　
　
広
告
を
掲
載
し
ま
せ
ん
か

災
害
時
の
避
難
に
手
助
け
を
希
望
す
る
人
の

　
　
　
　
　
登
録
を
受
け
付
け
て
い
ま
す
！


